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町
で
は
、
下
記
の
と
お
り
犬

の
新
規
登
録
と
狂
犬
病
の
予
防

注
射
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
犬

を
飼
っ
て
い
る
人
は
、
必
ず
受

け
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
に

は
案
内
状
（
ハ
ガ
キ
）
を
発
送

し
ま
す
の
で
、
当
日
必
ず
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
・
場
所
＝
下
記
の
と
お

り
（
雨
天
決
行
）

▼
持
っ
て
く
る
物
＝

・
案
内
状
（
既
に
登
録
さ
れ
て

い
る
飼
い
主
に
送
付
さ
れ
ま
す
。）

・
注
射
料
金
　
３
、３
０
０
円

・
登
録
手
数
料
　
3
、0
0
0
円

（
新
規
登
録
者
の
み
）

※
当
日
、
お
釣
り
が
な
い
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
生
活
環
境
課

環
境
係
　
牲
○56
９
１
３
３

お
知
ら
せ
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高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
を
進

め
る
た
め
の
計
画
を
見
直
す
に

あ
た
り
、
幅
広
く
意
見
を
得
る

た
め
策
定
委
員
会
の
委
員
を
募

集
い
た
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格
＝
次
の
要
件
を
満

た
す
人

・
年
齢
40
歳
以
上
の
人

・
町
内
に
引
き
続
き
1
年
以
上

住
ん
で
い
る
人

・
町
の
付
属
機
関
の
委
員
な
ど

に
な
っ
て
い
な
い
人

▼
募
集
人
員
＝
3
人
程
度

▼
任
期
＝
4
月
〜
平
成
18
年
3
月

▼
委
員
会
＝
平
日
の
午
後
、
年

間
4
回
予
定

▼
応
募
方
法
＝
所
定
の
用
紙

（
健
康
福
祉
課
窓
口
に
用
意
）
又

は
、
原
稿
用
紙
な
ど
に
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
連
絡
先

狂
犬
病
予
防
注
射

平成17年度犬の登録及び狂犬病の予防注射日程表
場　所 時　間 場　所 時　間

4
月
21
日
斥

五分一公民館 午前 9：00～09：10 愛宕町公民館 午前 11：15～11：35

三 村 公 民 館 9：25～09：35 川中子3区公民館 午後 1：15～01：25

坂上本田公民館 9：50～10：10 下神主公民館 1：40～02：00

三 本 木
稲 荷 神 社 前

10：25～10：35
ゆ う き が 丘
集 会 場

2：15～02：55

常光坊公民館 10：50～11：00 鞘 堂 公 民 館 3：05～03：15

4
月
22
日
昔

上梁阿久津宅西側 午前 9：00～09：10 下 梁 公 民 館 午後 1：15～01：25

大 山 児 童 館 9：25～09：45 下川中子公民館 1：40～01：50

天神町公民館 10：00～10：25 下蒲生公民館 2：05～02：25

城 台 公 民 館 10：40～11：00 中央公民館駐車場 2：40～03：15

下多功倉庫前 11：15～11：35

4月23日析 役場（東駐車場） 午前 9：00～12：00

4
月
25
日
席

桃 畑 公 民 館 午前 9：00～09：20 石田コミュニティ 午後 1：15～01：25

下 町 公 民 館 9：35～09：55 西田南公民館 1：35～01：45

保健センター 10：10～10：30 願成寺公民館 1：55～02：20

東館北部公民館 10：45～11：05 上蒲生北公民館 2：35～02：50

上 野 公 園
（しらさぎ3丁目）

11：20～11：40 上蒲生南公民館 3：05～03：15

4
月
26
日
惜

上 郷 児 童 館 午前 9：00～09：30 西木代公民館 午後 1：15～01：25

上郷4区公民館 9：45～09：55 西汗上公民館 1：40～02：00

蓼 沼 児 童 館 10：10～10：30
本郷台団地内
ゆうがお公園

2：15～03：15

東 汗 公 民 館 10：45～11：05

西汗下公民館 11：20～11：40

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画

策
定
委
員
会
委
員
募
集
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（
電
話
番
号
）
・
職
業
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
や
介
護
の
活
動
経

歴
の
あ
る
人
は
そ
の
内
容
・
応

募
の
動
機
（
300
字
程
度
）
を
記

入
し
て
健
康
福
祉
課
に
直
接
又

は
郵
送
で
申
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
限
＝
4
月
20
日
戚
ま

で
（
必
着
）

▼
選
考
＝
書
類
選
考
を
事
務
局

で
行
い
、
結
果
は
応
募
者
本
人

に
通
知
し
ま
す
。

※
応
募
い
た
だ
い
た
書
類
は
お

返
し
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
・
問
い
合
せ
先
＝

〒
３
２
９
ー
０
６
９
６

上
三
川
町
し
ら
さ
ぎ
１
丁
目

１
番
地

上
三
川
町
役
場

健
康
福
祉
課
　
高
齢
福
祉
係

牲
○56
９
１
２
９

浄
化
槽
を
設
置
す
る
人
に
対

し
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

▼
補
助
対
象
区
域
＝
公
共
下
水

道
認
可
区
域
、
流
域
下
水
道
認
可

区
域
、
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業

計
画
区
域
を
除
く
町
内
全
域

▼
補
助
金
交
付
対
象
者
＝
平
成
17

年
4
月
1
日
か
ら
平
成
18
年
3
月

31
日
の
間
に
、
対
象
区
域
内
に
お

い
て
住
宅
に
処
理
対
象
人
員
10
人

以
下
の
浄
化
槽
を
設
置
し
、
使
用

が
可
能
な
人
。

▼
補
助
金
額
＝
補
助
金
は
、
平

成
17
年
度
予
算
の
範
囲
内
で
交

付
し
ま
す
。

・
5
人
槽
相
当3

5
4
、0
0
0
円

・
6
〜
7
人
槽
相
当

4
1
1
、0
0
0
円

・
8
〜
10
人
槽
相
当
（
二
世
帯
住
宅
）

5
1
9
、0
0
0
円

▼
受
付
期
間
＝
平
成
17
年
4
月

1
日
昔
〜
平
成
18
年
2
月
末
日

（
土
・
日
・
祝
祭
日
等
を
除
く
）

▼
問
い
合
せ
先
＝

下
水
道
課
　
公
共
下
水
道
係

牲
○56
９
１
４
４

町
で
は
、
快
適
な
生
活
環
境

の
確
保
と
河
川
の
水
質
保
全
を

図
る
た
め
、
公
共
下
水
道
事

業
・
農
業
集
落
排
水
事
業
・
浄

化
槽
の
設
置
整
備
事
業
等
に
よ

り
、
家
庭
か
ら
で
る
汚
水
の
浄

化
に
努
め
て
い
ま
す
。

●
公
共
下
水
道
の
整
備
状
況

平
成
16
年
度
末
現
在
451
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
区
域
が
、
公
共
下
水
道
を

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
公
共
下
水
道
事
業
に
よ
り
、

4
月
か
ら
下
水
道
が
使
用
で
き
る

区
域
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
西
汗
地
区
の
一
部

・
上
郷
地
区
の
一
部

・
富
士
山
地
区
の
一
部

・
東
館
地
区
の
一
部

・
多
功
地
区
の
一
部

●
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
の

整
備
状
況

大
山
地
区
と
上
三
川
北
東
部

地
区
で
、
農
業
集
落
排
水
処
理

施
設
の
使
用
が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
下
水
道
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
接
続
は
お
早
め
に

下
水
道
が
使
用
可
能
に
な
っ

た
区
域
で
は
、
す
み
や
か
に
下

水
道
に
接
続
す
る
こ
と
が
法
令

等
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
に
必

要
な
排
水
設
備
工
事
は
、
町
指

定
工
事
店
に
直
接
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。
な
お
、
下
水
道
の
使

用
可
能
区
域
で
、
ま
だ
接
続
さ

れ
て
い
な
い
ご
家
庭
は
、
早
急

に
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
下
水
道
を
使
用
さ
れ
る
皆
さ

ん
へ
の
お
願
い

次
の
こ
と
を
守
っ
て
、
下
水

道
を
上
手
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
上
三
川
町
の
下
水
道
は
汚
水
専

用
で
す
。雨
水
は
流
せ
ま
せ
ん
。

・
水
洗
ト
イ
レ
に
は
、
ト
イ
レ

ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
紙
は

使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
台
所
で
は
、
野
菜
く
ず
や
残

飯
、
天
ぷ
ら
油
や
サ
ラ
ダ
油

の
廃
油
を
流
さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。（
自
宅
の
排
水
管
が
詰

ま
る
一
番
の
原
因
で
す
。）

・
洗
剤
は
、
有
機
リ
ン
を
含
ん

23

だ
も
の
を
使
用
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

・
下
水
道
に
有
害
物
質
を
流
さ
な

い
で
く
だ
さ
い
。（
ガ
ソ
リ
ン
、

シ
ン
ナ
ー
、
石
油
、
ア
ル
コ
ー

ル
類
な
ど
揮
発
性
の
高
い
危
険

物
を
流
す
と
、
爆
発
を
起
こ
す

原
因
に
な
り
ま
す
。）

・
公
共
ま
す
に
は
、
雨
水
・
土

砂
・
木
片
・
ビ
ニ
ー
ル
類
を

流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
平
成
17
年
度
整
備
計
画

公
共
下
水
道
事
業
は
、
富
士

山
地
区
の
一
部
及
び
上
郷
、
西

汗
、
磯
岡
地
区
の
一
部
の
整
備

浄
化
槽
補
助
金

下
水
道
で
住
み
よ
い

ま
ち
づ
く
り

現在、無職（無収入）証明は、町内に住民登
録をしている人（世帯主）2名に証人になって
もらい、町長が証明する様式と、民生委員に証
明してもらう様式で対応していました。
しかし、実際には、申請日現在に無職又は無

収入であることが町の台帳等では確認できない
ため、正確を期すことが困難であること、また、
民生委員に確認をお願いすることは、職務権限
外のことであり、プライバシーの保護からみて
も行き過ぎであることから、証明の発行は好ま
しくないとの県の見解もあるため、町でも4月か
ら、無職（無収入）証明の発行を廃止しました。
なお、扶養申請などの証明には、勤務先で発

行する退職証明や、町で発行する所得証明、非
課税証明などで対応してくださるようお願いし
ます。
▼問い合せ先＝住民課　総合窓口係　牲 56○9125

無職（無収入）証明の発行を廃止しました
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を
予
定
し
て
い
ま
す
。

農
業
集
落
排
水
事
業
は
、
東

部
地
区
の
一
部
管
渠
整
備
及
び

舗
装
復
旧
工
事
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

下
水
道
課

業
務
係

牲
○56
９
１
４
３

公
共
下
水
道
係

牲
○56
９
１
４
４

農
業
集
落
排
水
係

牲
○56
９
１
７
２

農
産
物
や
特
産
品
及
び
日
常

生
活
用
品
な
ど
の
販
売
を
通
し

て
、
消
費
者
と
の
交
流
を
図
り
、

ふ
る
さ
と
づ
く
り
と
地
場
産
業

の
振
興
を
目
的
に
朝
市
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

商
店
の
人
だ
け
で
な
く
、
農

家
（
採
れ
立
て
野
菜
の
販
売
な

ど
）
や
一
般
の
人
（
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
な
ど
）
の
参
加
も
大

歓
迎
で
す
。

▼
次
回
開
催
＝
5
月
22
日
隻

▼
問
い
合
せ
先
＝
ふ
れ
あ
い
朝

市
実
行
委
員
会
　
役
場
産
業

振
興
課
内
　
牲
○56
９
１
５
０

①
学
生
に
な
っ
て
親
元
を
離
れ

る
こ
と
に
な
り
、
住
所
を
上
三

川
町
か
ら
異
動
し
た
場
合
に
被

保
険
者
証
を
別
に
発
行
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
要
件
＝
住
所
を
上
三
川
町
か

ら
異
動
す
る
こ
と
が
条
件
と
な

り
ま
す
。

▼
持
参
す
る
も
の
＝
保
険
証
、

学
生
証
又
は
在
学
証
明
書
、
印

か
ん

②
「
マ
ル
学
」
被
保
険
者
証
が

交
付
さ
れ
て
い
る
人
で
、
就
職

し
て
社
会
保
険
等
に
加
入
し
た

人
、
卒
業
し
た
人
は
届
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
持
参
す
る
も
の
＝
「
マ
ル
学
」

被
保
険
者
証
、
親
元
の
被
保
険

者
証
、
社
会
保
険
等
の
被
保
険

者
証
（
就
職
し
た
場
合
）、
卒
業

証
書
等
学
生
で
な
く
な
っ
た
日

が
わ
か
る
も
の
（
卒
業
し
た
場

合
）、
印
か
ん

▼
問
い
合
せ
先
＝

保
険
課
　
国
保
給
付
係

牲
○56
９
１
３
４

老
人
保
健
の
医
療
受
給
者
で
、

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
変

わ
っ
た
と
き
は
、
14
日
以
内
に

届
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
持
参
す
る
も
の
＝
老
人
医
療

受
給
者
証
、
新
し
い
保
険
証
、

印
か
ん

▼
問
い
合
せ
先
＝

保
険
課
　
国
保
給
付
係

牲
○56
９
１
３
４

次
の
条
件
に
該
当
す
る
人
は
、

退
職
被
保
険
者
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
の
で
届
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
、
又
は
加
入

す
る
人
で
、
厚
生
年
金
や
各
種

共
済
年
金
な
ど
の
老
齢
年
金
を

受
け
て
い
て
、
そ
の
加
入
期
間

が
20
年
以
上
加
入
し
て
い
た
人

40
歳
以
降
だ
け
で
10
年
以
上

厚
生
年
金
や
各
種
共
済
年
金
に

加
入
し
て
い
た
人

▼
届
出
期
間
＝
年
金
証
書
を
受

け
取
っ
て
か
ら
14
日
以
内

▼
持
参
す
る
も
の
＝
年
金
証
書
、

保
険
証
、
印
か
ん

▼
問
い
合
せ
先
＝

保
険
課
　
国
保
給
付
係

牲
○56
９
１
３
４

▼
対
象
者
＝
4
月
1
日
現
在
、

次
の
障
害
が
あ
る
人
。
①
身
体

障
害
者
手
帳
1
・
2
級
の
人
②
療

育
手
帳
Ａ
1
・
Ａ
2
の
人
③
障
害

基
礎
年
金
1
級
の
人
④
特
別
児

童
扶
養
手
当
1
級
に
該
当
す
る

児
童
⑤
恩
給
法
第
49
条
別
表
2

項
症
以
上
の
障
害
の
人
⑥
標
準

化
さ
れ
た
個
人
知
能
検
査
に
よ

る
知
能
指
数
が
35
以
下
の
人

▼
年
金
額
＝
年
額
1
万
円

▼
申
請
期
間
＝
5
月
6
日
昔
〜

13
日
昔

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
＝
印
か

ん
、
各
障
害
を
証
明
す
る
手
帳

な
ど
、
口
座
振
替
を
希
望
す
る

場
合
は
、
銀
行
又
は
農
協
な
ど

の
通
帳

※
前
年
度
に
受
給
さ
れ
て
い
る

「
ふ
れ
あ
い
朝
市
」

出
店
者
募
集

老
人
保
健
の
届
出

退
職
被
保
険
者
証
の

加
入
届
け
出
を

忘
れ
ず
に
！

重
度
心
身
障
害
者

年
金
支
給

保健センターでは、赤ちゃんをもつお母さんを
対象に、毎月、子育て教室を実施しています。
お母さんが育児や離乳食について勉強している

間、別室でボランティアが赤ちゃんをお預かりし
ていますが、参加者が増加しているため、子守り
をしてくださるボランティアを募集します。
年齢・性別は問いません。子守りボランティア

にご協力いただける人は、健康福祉課までご連絡
ください。
▼日程＝平日午前9時40分～12時30分まで
▼場所＝保健センター
▼内容＝生後3～5か月児の子守り
※ボランティアさんは登録制になります。ご協力
いただく時には、担当者からご連絡させていた
だきます。
▼問い合せ先＝健康福祉課　保健衛生係

牲 56○9132

子育て教室子守りボランティア募集

国
民
健
康
保
険
の

「
マ
ル
学
」
被
保
険

者
証
の
発
行
・
返
還



人
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

▼
問
い
合
せ
先=

健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
係

牲
○56
９
１
２
８

町
で
は
特
定
疾
患
の
治
療
を

受
け
て
い
る
人
に
、
見
舞
金
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
一
般
特
定
疾
患
医

療
受
給
者
証
、
又
は
小
児
慢
性

特
定
疾
患
医
療
受
診
券
の
交
付

を
受
け
て
い
る
本
人
、
又
は
そ

の
保
護
者
。

▼
見
舞
金
＝
年
額
2
万
円
（
9
月

と
3
月
に
分
け
て
支
給
し
ま
す
。）

▼
申
請
期
間
＝
4
〜
8
月
に
申

請
さ
れ
た
人
に
は
、
9
月
、
3
月

に
支
給
し
ま
す
。（
1
万
円
ず
つ
）

10
〜
3
月
に
申
請
さ
れ
た
人
に

は
、
3
月
に
支
給
し
ま
す
。（
2

万
円
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
＝
印
か

ん
、
特
定
疾
患
受
給
者
証
、
受

給
者
証
の
コ
ピ
ー
、
通
帳
等

▼
問
い
合
せ
先
＝

健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
係

牲
○56
９
１
２
８

▼
目
的
＝
多
く
の
仲
間
た
ち
と

地
域
や
世
代
を
超
え
た
友
情
を

深
め
、
中
国
で
の
海
外
研
修
や

洋
上
研
修
等
を
通
し
て
、
幅
広

い
視
野
と
国
際
性
を
身
に
着
け

た
21
世
紀
の
栃
木
県
を
担
う
青

年
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
を
図
る
。

▼
派
遣
先
＝
中
華
人
民
共
和
国

（
杭
州
、
上
海
方
面
）、
沖
縄
県

▼
期
日
＝
10
月
31
日
席
〜
11
月

8
日
惜
　
9
日
間

▼
対
象
＝
4
月
1
日
現
在
、
県

内
に
居
住
す
る
満
18
歳
以
上
40

歳
未
満
の
青
年
（
全
日
制
高
校

生
を
除
く
）
で
、
事
業
終
了
後

も
県
内
で
県
、
市
町
村
、
各
種

団
体
等
が
行
う
青
少
年
育
成
に

係
る
事
業
、
地
域
活
動
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
積
極
的
に
取

り
組
む
意
思
の
あ
る
人

自
己
啓
発
等
研
修
か
ら
、
と

ち
ぎ
心
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
研
修

ま
で
の
一
連
の
研
修
に
原
則
全

て
参
加
し
、
か
つ
研
修
計
画
に

従
い
、
規
律
あ
る
団
体
行
動
の

で
き
る
人
　
な
ど

▼
参
加
費
用
＝
1
2
0
、0
0
0
円

▼
募
集
期
間
＝
5
月
13
日
昔
ま
で

▼
問
い
合
せ
先
＝

健
康
福
祉
課
　
人
権
推
進
係

牲
○56
９
１
５
3

▼
目
的
＝
男
女
共
同
参
画
の
推

進
と
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
（
権
利
を
強
く
す
る
こ
と
）

を
図
る
た
め
、
地
域
の
各
分
野

で
積
極
的
に
社
会
活
動
を
行
っ

て
い
る
女
性
を
海
外
に
派
遣
し
、

国
際
的
視
野
を
持
っ
た
地
域
活

動
の
推
進
役
と
な
る
リ
ー
ダ
ー

を
養
成
す
る
。

▼
派
遣
先
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
、

フ
ラ
ン
ス
共
和
国

▼
派
遣
期
間
＝
10
月
2
日
隻
〜

10
月
11
日
惜
　
10
日
間

▼
派
遣
人
員
＝
全
体
で
28
人

▼
対
象
＝
満
30
歳
以
上
55
歳
未

満
の
女
性
（
平
成
17
年
4
月
1

日
現
在
）

▼
研
修
＝

■
事
前
研
修

日
戻
り
2
回
　
宿
泊
2
回

研
修
の
趣
旨
、
目
的
等
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
る
と
共
に
、

団
員
と
し
て
の
心
構
え
、
及
び

訪
問
国
の
事
情
等
に
つ
い
て
必

要
な
研
修
を
行
う
。

■
現
地
研
修

訪
問
国
で
の
交
流
、
交
歓
、

施
設
訪
問
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
等

■
事
後
研
修

日
戻
り
2
回
　
宿
泊
1
回

報
告
書
の
作
成
や
、
研
修
の

成
果
を
事
後
活
動
に
反
映
さ
せ

る
た
め
の
研
修
を
行
う
。

▼
参
加
費
用
＝
1
2
0
、0
0
0
円

（
県
1
／
2

町
1
／
4

本
人

1
／
4
）

▼
募
集
期
間
＝
4
月
4
日
席
〜

5
月
6
日
昔

▼
問
い
合
せ
先
＝
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健
康
福
祉
課
　
人
権
推
進
係

牲
○56
９
１
５
3

医
療
費
助
成
の
申
請
の
際
、

原
則
的
に
病
院
の
領
収
書
の
原

本
を
健
康
福
祉
課
で
お
預
か
り

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
領
収
書
が
ご
自
分
で
必
要

と
な
る
人
は
、
事
前
に
ご
自
分

で
コ
ピ
ー
を
作
成
の
上
、
領
収

書
の
原
本
と
そ
の
コ
ピ
ー
を
持

っ
て
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

特
定
疾
患
患
者
へ
の

見
舞
金

栃
木
県
青
年
の
船

団
員
募
集

平
成
16
年
度
栃
木
県

女
性
の
海
外
研
修

参
加
者
募
集

道路占用料徴収条例、公共物管理条例により、
平成17年度から占使用申請に基づき占用料又
は使用料を徴収します。
町民の皆さんに直接関係するのは、公共物管

理条例による使用料です。公共物とは、里道・
水路等で道路法、河川法等の適用を受けない法
定外公共物で、4月から国有財産の譲与手続き
が完了した財産管理を町が行うものです。皆さ
んに一番身近なものとして、宅地に家を新築し
たり、資材置場として利用したりする場合に、
水路に橋を架けて敷地への出入り口として使用
する際に対象となります。
詳細は、下記担当係までお問い合せください。

▼問い合せ先＝建設課　管理係　牲 56○9146

道路占用料及び
公共物使用料を徴収します

重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
助
成
受
給
者
の

皆
さ
ん
へ



領
収
書
の
原
本
に
健
康
福
祉
課

の
受
付
印
を
押
し
て
お
返
し
し

ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
係

牲
○56
９
１
２
８

各
種
手
当
の
申
請
の
際
に
は
、

診
断
書
の
替
わ
り
に
身
体
障
害

者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
の
コ
ピ

ー
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
従
来
は

来
庁
者
に
外
部
で
コ
ピ
ー
を
と

っ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て

し
ま
う
た
め
、
健
康
福
祉
課
で

手
帳
等
の
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
役
場
東
側

ロ
ビ
ー
に
来
庁
者
が
利
用
で
き

る
コ
ピ
ー
機
が
設
置
さ
れ
、
来

庁
者
が
自
ら
コ
ピ
ー
を
と
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
た
た
め
、
4

月
か
ら
は
、
手
帳
の
写
し
を
持

参
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
申
請
の
際
に
は
、
各

種
申
請
書
と
手
帳
の
写
し
を
併

せ
て
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
係

牲
○56
９
１
２
８

高
齢
者
の
豊
か
な
経
験
と

能
力
を
地
域
社
会
に
！

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に

は
、
豊
か
な
知
識
、
経
験
を
生

か
せ
る
仕
事
が
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
。

▼
対
象
＝
健
康
で
働
く
意
欲
の

あ
る
お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
町

内
在
住
の
人

▼
問
い
合
せ
先
＝

上
三
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
事
務
局

牲
○56
８
７
６
６

内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈

先
の
大
戦
に
お
い
て
、
外
地

等
（
事
変
地
の
区
域
又
は
戦
地

の
区
域
）
に
派
遣
さ
れ
、
戦
時

衛
生
勤
務
に
服
さ
れ
た
旧
日
本

赤
十
字
社
救
護
看
護
婦
、
及
び

旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦
の
人

（
慰
労
給
付
金
受
給
者
を
除
く
）

に
対
し
、
そ
の
御
労
苦
に
報
い

る
た
め
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書

状
を
贈
呈
し
て
お
り
ま
す
。

▼
請
求
期
限
＝
平
成
19
年
3
月

31
日
ま
で

▼
請
求
用
紙
＝
健
康
福
祉
課

（
牲
○56
9
1
2
8
）
の
窓
口
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室

業
務
担
当

〒
１
０
０
ー
８
９
２
６

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
２

ー
１
ー
２
　
中
央
合
同
庁
舎

２
号
館
８
Ｆ

牲
０
３(

５
２
５
３)

５
１
８
２

性
０
３(

５
２
５
３)

５
１
９
０

▼
受
験
資
格
＝

○
昭
和
53
年
4
月
2
日
〜
昭
和

59
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
人

○
昭
和
59
年
4
月
2
日
以
降
生

ま
れ
で
次
に
掲
げ
る
人

①
大
学
を
卒
業
し
た
人
及
び
平
成

18
年
3
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

す
る
見
込
み
の
人

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
人
と

同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め

る
人

▼
申
込
み
期
間
＝
4
月
1
日
昔

〜
15
日
昔

※
申
込
書
の
提
出
は
で
き
る
だ

け
郵
送
に
し
て
く
だ
さ
い
。（
4

月
15
日
消
印
有
効
）
持
参
す
る

場
合
、
受
付
時
間
は
午
前
9
時

〜
午
後
5
時
で
す
。（
土
・
日
曜

日
は
除
く
）

▼
申
込
み
先
＝
第
1
次
試
験
地

を
所
轄
す
る
国
税
局
（
沖
縄
国

税
事
務
所
）

▼
試
験
日
・
試
験
種
目
＝

第
1
次
試
験
　
6
月
12
日
隻
教

養
及
び
専
門
試
験
（
多
肢
選
択

式
・
記
述
式
）

第
2
次
試
験
　
7
月
25
日
席
〜

28
日
斥
（
第
1
次
試
験
合
格
通

知
書
で
指
定
す
る
日
）
人
物
試

験
及
び
身
体
検
査

▼
申
込
書
の
請
求
先
・
問
い
合

せ
先
＝

宇
都
宮
税
務
署
（
総
務
課
）

〒
３
２
０
ー
８
６
５
５

宇
都
宮
市
昭
和
２
ー
１
ー
７

牲
０
２
８(

６
２
１)

２
１
５
１

県
税
の
滞
納
処
分
と
し
て
、

差
し
押
さ
え
た
電
話
加
入
権
を

公
売
し
ま
す
。
20
歳
以
上
の
人

な
ら
、
原
則
と
し
て
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。

▼
日
時
＝
5
月
11
日
戚

午
前
10
時
〜

▼
場
所
＝
県
河
内
庁
舎
401
会
議
室

▼
そ
の
他
＝
印
か
ん
（
認
印
）、

買
受
代
金
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
宇
都
宮
県
税

事
務
所

牲
0
2
8（
6
2
6
）3
0
2
9

▼
応
募
資
格
＝
宇
都
宮
市
、
河

内
郡
に
居
住
す
る
人

▼
課
題
＝
税
に
関
す
る
も
の

▼
応
募
方
法
＝
応
募
用
紙
（
役

場
税
務
課
窓
口
）
に
必
要
事
項

と
短
歌
を
記
入
し
、
50
円
切
手

を
は
っ
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
間
＝
4
月
1
日
昔
〜

28
日
斥

▼
応
募
・
問
い
合
せ
先
＝

〒
３
２
０
ー
０
８
５
１

宇
都
宮
市
鶴
田
町
６
９
２
ー
６

碩
宇
都
宮
法
人
会
内
『
税
の
百

人
一
首
』
実
行
委
員
会
事
務
局

牲
０
２
８(

６
４
８)

９
４
６
６
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シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
会
員
募
集

旧
日
本
赤
十
字
社
救

護
看
護
婦
及
び
旧
陸

海
軍
従
軍
看
護
婦
の

皆
さ
ん
へ

国
税
専
門
官
募
集

「
税
の
百
人
一
首
」

募
　
集

特
別
障
害
者
手
当
・
障

害
児
福
祉
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
支
給

対
象
者
の
皆
さ
ん
へ

電
話
加
入
権
公
売



赤
十
字
奉
仕
団
は
、
町
の
行

事
へ
の
参
加
や
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
赤
十

字
に
興
味
の
あ
る
人
は
、
新
し

い
仲
間
づ
く
り
の
き
っ
か
け
に

も
な
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

奉
仕
団
団
長
　
福
田
幸
江

牲
○56
６
０
６
８

家
庭
で
の
介
護
の
正
し
い
知
識

を
、
体
験
を
通
し
て
学
び
ま
せ
ん

か
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
5
月
20
日
昔

午
後
1
時
30
分
〜

4
時
30
分

▼
対
象
＝
高
校
生
以
上

▼
募
集
人
員
＝
10
人
（
先
着
順
）

▼
場
所
＝
上
三
川
病
院

▼
参
加
費
＝
無
料

▼
申
込
み
＝
4
月
28
日
斥

▼
問
い
合
せ
先
＝

上
三
川
病
院
看
護
部

牲
○56
７
１
１
１

▼
日
時
＝
4
月
10
日
隻

午
前
8
時
〜
午
後
3
時

▼
場
所
＝
陸
上
自
衛
隊
宇
都
宮

駐
屯
地

▼
内
容
＝
観
閲
式
、
パ
レ
ー
ド
、

模
擬
戦
闘
訓
練
、
装
備
品
展
示
、

ち
び
っ
子
広
場
、
模
擬
売
店
、

音
楽
隊
演
奏
等

▼
問
い
合
せ
先
＝

宇
都
宮
駐
屯
地
広
報
班

牲
０
２
８(
６
５
３)

１
５
５
１

▼
期
日
＝
6
月
11
日
析
〜
12
日

▼
内
容
＝
メ
ロ
ン
狩
り
体
験
、

マ
リ
ン
キ
ャ
ン
ド
ル
の
集
い
、

プ
ー
ル
活
動
他

▼
募
集
人
員
＝
栃
木
県
民
で
あ

る
親
子
250
人
祖
父
母
も
可

▼
参
加
費
＝

大
　
人
　
6
、3
2
0
円

高
校
生
　
4
、9
3
0
円

中
学
生
　
4
、1
9
0
円

小
学
生
　
3
、9
9
0
円

3
歳
以
上
学
齢
前
3
、1
9
0
円

3
歳
未
満

3
8
0
円

▼
申
込
み
＝
往
復
ハ
ガ
キ
で
直

接
施
設
へ

※
記
入
事
項
　
住
所
、
電
話
番

号
、
全
参
加
希
望
者
名
、
年
齢
、

性
別
、
学
年

5
月
11
日
戚
必
着
ま
で

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先
＝

栃
木
県
立
と
ち
ぎ
海
浜
自
然
の
家

〒
３
１
１
ー
１
４
１
２
茨
城
県

鹿
島
郡
旭
村
玉
田
３
３
６
ー
２

牲
０
２
９
１(

３
７)

４
０
０
４

▼
募
集
人
員
＝
2
人

▼
資
格
＝
特
別
な
し

▼
時
間
＝
面
談
に
て
決
定

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先
＝

明
治
南
小
学
童
ク
ラ
ブ

牲
０
９
０(

６
１
９
９)

７
０
５
５

(

午
後
２
時
〜
６
時)

■
10
月
採
用
警
察
官
・女

性
警
察
官

▼
対
象
＝
大
学
卒
業
者
、
高
校

卒
業
者
等

▼
受
付
期
間
＝
4
月
25
日
席
ま
で

▼
試
験
日
＝
1
次
試
験
　
5
月

22
日
隻
（
男
性
＝
警
察
学
校
、

女
性
＝
宇
都
宮
中
央
女
子
高
）

■
警
察
官

○
大
学
卒
業
者

▼
受
付
期
間
＝
5
月
9
日
席
〜

6
月
6
日
席

▼
試
験
日
＝
1
次
試
験
　
7
月

10
日
隻
（
男
性
・
特
別
区
分
＝

警
察
学
校
、
女
性
＝
宇
都
宮
中

央
女
子
高
）

○
高
校
卒
業
者

▼
受
付
期
間
＝
7
月
25
日
席
〜

9
月
2
日
昔

▼
試
験
日
＝
1
次
試
験
　
9
月

18
日
隻
（
男
性
・
特
別
区
分
＝

警
察
学
校
、
女
性
＝
宇
都
宮
中

央
女
子
高
）

○
警
察
行
政
（
栃
木
県
職
員
）

▼
受
付
期
間
＝
大
学
卒
業
程
度

5
月
20
日
昔
〜
6
月
3
日
昔
・

高
校
卒
業
程
度
　
8
月
8
日
席

〜
9
月
2
日
昔

▼
試
験
日
＝
大
学
卒
業
程
度
1
次

試
験
　
6
月
26
日
隻
（
作
新
学
院
）

高
校
卒
業
程
度
1
次
試
験

9
月
25
日
隻（
宇
都
宮
白
楊
高
）

※
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
最

寄
の
警
察
署
、
交
番
、
駐
在
所

に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

石
橋
警
察
署
牲
○52
０
１
１
０

上
三
川
交
番
牲
○56
２
０
０
４
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上
三
川
町
赤
十
字

奉
仕
団
団
員
募
集

ふ
れ
あ
い
看
護
・
介
護

体
験
参
加
者
募
集

陸
上
自
衛
隊
宇
都
宮

駐
屯
地
創
立
55
周
年

記
念
行
事

と
ち
ぎ
海
浜
自
然
の
家

第
1
回
親
子
の
集
い

明
治
南
小
学
童
ク
ラ
ブ

指
導
員
（
臨
時
）
募
集

栃
木
県
警
察
官
等
採
用

啓
愛
社
車
両
リ
サ
イ
ク
ル
部

6
、7
4
1
円
（
第
4
回
）

カ
ン
ト
リ
ー
ざ
っ
か
マ
ー
ケ
ッ

ト
出
店
者
一
同

1
0
、0
0
0
円

し
め
縄
づ
く
り
協
力
会

1
0
0
、0
0
0
円（
第
9
回
）

七
宝
焼
　
彩
の
会

3
、8
5
0
円
（
第
17
回
）

上
三
川
病
院
4
階
病
棟

3
、6
6
2
円

ふ
く
べ
教
室

1
0
、0
0
0
円
（
第
28
回
）

星
ア
サ
イ
さ
ん
（
桃
畑
）

1
0
、0
0
0
円
（
第
9
回
）

中
川
司
郎
さ
ん
（
愛
宕
町
）

花
器
【
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
】

※
【

】
内
は
指
定
払
出
先
＝

寄
付
時
、
使
途
の
指
定
が
あ

る
場
合
に
は
、
指
定
先
に
払

い
出
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
、
あ
た
た
か
い
こ

こ
ろ
ざ
し
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

〜
善
意
銀
行
〜


